
平成��年��月��日
月 曜 日

第１１２０号

(医療機関コード)

名 称
所 在 地

電 話

番 号
診 療 科 目 開 設 者

指 定 等

年 月 日
区 分

(�������)
兼子内科クリニック

水戸市上水戸１－７－�� ���
(���)���� 内・ア・呼・循・

消・小・放
兼 子 裕 一 ��. ��. １ 指 定

(�������)�安内科循環器科クリニック 水戸市河和田町����－�� ���
(���)���� 内・循 � 安 徹 雄 ��. ��. １ 指 定

(�������)
高津クリニック

土浦市中高津２－����－
５

����
(��)���� 内・外・消 稲 垣 宏 ��. ��. １ 指 定

目 次

告 示
ページ�医療機関の指定及び廃止 (厚生指導課) １�農作物共済及び蚕繭共済に適用する当然加入基準の一部改正 (農業経済課) ３�土地収用法による事業の認定 (用地課) ４�公有水面の埋立ての竣功の認可 (港湾課) ４�事業計画の変更の認可 (５件) (下水道課) ５�更生換地処分の届出 (土地改良事務所) ８�土地改良法に基づく換地処分 (土地改良事務所) ８

(公 安 委 員 会)�緊急自動車の指定及び指定取消し ９

(選挙管理委員会)�直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数 ９

公 告�北浦複合団地造成事業に係る環境影響評価書 (環境政策課) ���県営土地改良事業計画の変更 (農村計画課) ���地籍調査の成果認証 (農村環境課) ���開発行為の工事完了 (４件) (建築指導課) ���道路の位置の指定 (建築指導課) ���建築協定の認可 (建築指導課) ��
告 示

茨城県告示第１２９１号

生活保護法 (昭和２５年法律第１４４号) 第４９条の規定による医療機関について, 次のとおり指定及び廃止した｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌
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(医療機関コード)

名 称
所 在 地

電 話

番 号
診 療 科 目 開 設 者

指 定 等

年 月 日
区 分

(�������)
う ち だ 医 院

竜ヶ崎市貝原塚町���� ����
(��)���� 内・消・皮・小 内 田 直 孝 ��. ８. １ 指 定

(�������)
希 望 ヶ 丘 ひ き
ク リ ニ ッ ク

東茨城郡美野里町中台���－�� ����
(��)���� 内・胃・肛・外・

小・リハ
比 気 利 康 ��. ��. １ 指 定

大原神経科水戸診療所

水戸市大工町２－７－�� 医療法人日立渚会 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
大原神経科水戸診療所

水戸市大工町２－１－

７ プレアデス��� ���
(���)���� 精・神 医療法人日立渚会 ��. ��. １ 指 定

佐々木胃腸科外科
日立市折笠町���－２ 佐々木 栄 一 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
佐々木胃腸科外科

日立市折笠町���－２ ����
(��)���� 胃・外・内・整 医療法人佐々木胃

腸 科 外 科 ��. ��. １ 指 定

湯 本 病 院

結城郡八千代町栗山��� 湯 本 克 彦 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
湯 本 病 院

結城郡八千代町栗山��� ����
(��)���� 外・消・肛・整・

脳神外・麻・循・
内・小

医療法人克寿会 ��. ��. �� 指 定

吉 田 医 院
石岡市国府２－５－�� 吉 田 久 昭 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
みずき歯科医院

水戸市河和田����－３ ���
(���)���� 歯・小歯 手 島 弘 枝 ��. ��. １ 指 定

(�������)
は し む ら 歯 科

稲敷郡江戸崎町蒲ヶ山

字後原��－�� ����
(��)���� 歯・小歯 橋 村 弟 子 ��. ��. １ 指 定

(�������)
野 原 歯 科 医 院

鹿島市平井����－�� ����
(��)���� 歯 野 原 茂 ��. ��. １ 指 定

南 町 歯 科
水戸市南町１－３－�� 林 尚 徳 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
南 町 歯 科

水戸市南町１－３－��
志村ビル５階

���
(���)���� 歯・小歯 医 療 法 人 社 団

相 栄 会 ��. ��. �� 指 定

六 本 堂 歯 科

土浦市荒川沖東２－４－

１
金 子 夕起子 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
六 本 堂 歯 科

土浦市荒川沖東２－４－

１

����
(��)���� 歯・小歯・矯歯・

歯口外
金 慶 洋 ��. ��. １ 指 定

千ヶ崎歯科医院

行方郡北浦町小幡���－
１

千ヶ崎 乙 文 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
千ヶ崎歯科医院

行方郡北浦町小幡���－
１

����
(��)���� 歯 医 療 法 人 社 団

佑 文 会 ��. ��. １ 指 定
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(医療機関コード)

名 称
所 在 地

電 話

番 号
診 療 科 目 開 設 者

指 定 等

年 月 日
区 分

河 和 田

ファミリー歯科

水戸市河和田町����－
３

濱 中 利 行 ��. ９. �� 廃 止

(�������)
ヴィクトリー薬局
五 郎 台 店

鹿島郡神栖町深芝南２－��－�� ����
(��)���� 調剤 � ソ ニ ッ ク ��. ��. １ 指 定

(�������)
ダ ル マ 薬 局
中 央 店

稲敷郡阿見町中央４－

８－�� ����
(��)���� 調剤 � ダ ル マ 薬 局 ��. ��. １ 指 定

アリス調剤薬局
下館市玉戸����－２ � ア リ ス 調 剤 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
アリス調剤薬局

下館市玉戸����－２ ����
(��)���� 調剤 � ひ か り ��. ��. １ 指 定

ス ル ガ ヤ 薬 局

東茨城郡大洗町磯浜町��� 高 木 弘 之 ��. ��. �� 廃 止

(�������)
ス ル ガ ヤ 薬 局

東茨城郡大洗町磯浜町��� ���
(���)���� 調剤 �スルガヤ薬局 ��. ��. �� 指 定

行 方 農 業 共 済 組 合

牛 堀 町

霞 南 農 業 共 済 組 合

阿 見 町 農 業 共 済 組 合

常 南 農 業 共 済 組 合

常 総 農 業 共 済 組 合

県 南 農 業 共 済 組 合

東 村 農 業 共 済 組 合

筑西地方農業共済組合

関 城 町

協 和 町

の 区 域

北 鹿 島 農 業 共 済 組 合
南 鹿 島 農 業 共 済 組 合
行 方 農 業 共 済 組 合
稲敷地方農業共済組合
県南地方農業共済組合
茨城南部農業共済組合
土浦地方農業共済事務組合
石岡地方農業共済事務組合
つくば市筑波農業共済組合
筑 南 農 業 共 済 組 合
つ く ば 市
筑西地方農業共済組合
県西地方農業共済組合
結城地方農業共済組合
鬼怒地方農業共済事務組合
猿島地方農業共済組合
岩 井 市 農 業 共 済 組 合

茨城県告示第１２９２号

昭和５５年２月７日茨城県告示第２０７号で告示した農作物共済及び蚕繭共済に適用する当然加入基準の一部を次

のように改正する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

本文中 ｢, 麦｣ を ｢及び麦｣ に, ｢, 晩秋蚕繭｣ を ｢及び晩秋蚕繭｣ に改める｡

｢ ｢

表中 を に改める｡

｣ ｣

茨 城 県 報 第１１２０号 平成��年��月��日 (月曜日) �



茨城県告示第１２９３号

土地収用法 (昭和２６年法律第２１９号) 第２０条の規定に基づき事業の認定をしたので, 同法第２６条第１項の

規定により, 次のとおり告示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 起業者の名称

北浦町

２ 事業の種類

(仮称) 北浦町立学校給食センター建設事業

３ 起業地� 収用の部分

茨城県行方郡北浦町内宿字鰻谷地内� 使用の部分

なし

４ 土地収用法第２６条の２第２項の規定による図面の縦覧場所

北浦町役場

茨城県告示第１２９４号

公有水面埋立法 (大正１０年法律第５７号) 第２２条第１項の規定により, 常陸那珂港内の公有水面埋立てについ

ては, 次のとおり竣功認可したので, 同条第２項の規定により告示する｡

平成１１年１２月２０日

常陸那珂港港湾管理者の長

茨城県知事 橋 本 昌

１ 竣功認可年月日

平成１１年１２月１３日

２ 竣功認可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

東京都千代田区内幸町１丁目１番３号

東京電力株式会社

代表者

取締役社長 南 直 哉

東京都中央区銀座６丁目１５番１号

電源開発株式会社

代表者

取締役社長 杉 山 弘

３ 埋立区域の位置

茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚７６８番４, ７６８番５, ７６８番８のそれぞれの地先及び７６８番１に接す

る海浜地地先の公有水面

４ 埋立区域の区域及び面積

第１工区のＡ部－②

ア. 区 域

茨 城 県 報 第１１２０号 平成��年��月��日 (月曜日)�



次の各地点を順次直線で結んだ線及び⑬の地点と�の地点とを直線で結んだ線により囲まれた区域�の地点 基点 国土地理院照沼三角点 (北緯��度��分��秒, 東経���度��分��秒) から��度��分��秒 ��������メートルの地点�の地点 �の地点から ��度��分��秒 ������メートルの地点�の地点 �の地点から ��度��分��秒 ������メートルの地点�の地点 �の地点から ��度��分��秒 ������メートルの地点
⑫の地点 �の地点から ���度��分��秒 ������メートルの地点
⑬の地点 ⑫の地点から ���度��分��秒 ������メートルの地点

イ. 面 積����������平方メートル
５ 免許の年月日及び番号

平成５年３月２９日 港指令第１９号

６ 関係図書を備え置く市町村

東海村

茨城県告示第１２９５号

都市計画法 (昭和４３年法律第１００号) 第６３条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第

２項の規定において準用する同法第６２条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称

牛久市

２ 都市計画事業の種類及び名称

龍ヶ崎・牛久都市計画下水道事業牛久市公共下水道

３ 事業施行期間

昭和５１年２月９日から平成１８年３月３１日まで

４ 事業地� 収用の部分

昭和５１年２月９日茨城県告示第１３５号, 昭和５２年９月１日茨城県告示第９８５号, 昭和６０年３月２５

日茨城県告示第４８８号, 昭和６０年１０月１７日茨城県告示第１４２５号, 昭和６２年８月３１日茨城県告示

第５２５号, 昭和６３年８月４日茨城県告示第１０９５号, 平成４年３月１８日茨城県告示第４２２号, 平成７

年６月１２日茨城県告示第７６４号, 平成１１年２月２５日茨城県告示第２０５号の事業地のうち牛久市牛久町

字大流の全部の区域を削り, 牛久市牛久町字大流の一部を加えた区域｡� 使用の部分

昭和５１年２月９日茨城県告示第１３５号, 昭和５２年９月１日茨城県告示第９８５号, 昭和６０年３月２５

日茨城県告示第４８８号, 昭和６０年１０月１７日茨城県告示第１４２５号, 昭和６２年８月３１日茨城県告示

第５２５号, 昭和６３年８月４日茨城県告示第１０９５号, 平成４年３月１８日茨城県告示第４２２号, 平成７

年６月１２日茨城県告示第７６４号, 平成１１年２月２５日茨城県告示第２０５号の事業地に次に掲げる区域を

加えた区域｡

牛久市田宮町字新山及び字百堂塚並びに柏田町字木崎, 字宅地添, 字殿山久保及び字四ツ谷並びに下根町字池

茨 城 県 報 第１１２０号 平成��年��月��日 (月曜日) �



ノ台, 字牛久保上及び字細谷上並びに岡見町字八軒の全部｡

牛久市牛久町字南裏並びに田宮町字窪尻, 字笹塚, 字平及び字アミダ窪並びに城中町字大明神東及び字天王窪

並びに柏田町字新田, 字大日下, 字大日後, 字ダシ山, 字台下道添, 字中, 字元屋敷及び字屋敷添並びに下根町

字岡見鏡及び字堀尻並びに岡見町字一本榎, 字上池台, 字新堤, 字谷畑, 字天神台, 字中宿, 字なき, 字原畑,

字平五郎, 字堀込, 字道添, 字山道及び字四ツ又並びに神谷一丁目, 三丁目, 四丁目及び五丁目並びにさくら台

一丁目, 二丁目及び三丁目の各一部｡

茨城県告示第１２９６号

都市計画法 (昭和４３年法律第１００号) 第６３条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第

２項の規定において準用する同法第６２条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称

茎崎町

２ 都市計画事業の種類及び名称

研究学園都市計画下水道事業茎崎町公共下水道

３ 事業施行期間

昭和５６年１０月８日から平成１８年３月３１日まで

４ 事業地� 収用の部分

平成元年茨城県告示第１２１８号のとおり｡� 使用の部分

平成元年茨城県告示第１２１８号の事業地に次に掲げる区域を加えた区域｡

茎崎町樋ノ沢字大砂, 字台浦, 字古屋敷, 字屋敷浦, 字大崎, 字宮前, 字池ノ台及び字池ノ渕並びに大井字三

ツ沢, 字郷山, 字北沢, 字立出シ, 字新山, 字清水頭, 字西ノ砂, 字正田塚, 字西ノ窪及び字西ノ山並びに菅間

字前山並びに房内字宅地付, 字大入, 字出口, 字家口, 字房前, 字松浦及び字沼口並びに駒込, 字駒込道並びに

茎崎字鼬堀, 字駒込道及び字茎崎下並びに大舟戸字大舟戸並びに富士見台の各全部の区域, 並びに樋ノ沢字久保,

字宮下, 字杉の下及び字大井並びに大井字池向, 字長峯, 字上野, 字池向, 字上池, 字西ノ原, 字木口地, 字

木口地大縄場, 字西ノ山, 字橋本, 字作兵エ妻, 字太平, 字香取, 字木口, 字屋敷尻, 字権現堂, 字六反功及び

字屋敷岸並びに菅間字出口山, 字備山, 字上宿, 字西山, 字下宿, 字備久保, 字上の房, 字長者久保及び字前山

並びに房内字入道祖神, 字道祖神, 字房本, 字房入, 字六枚方及び字フシ抜並び駒込字境並, 字駒込東, 字駒込

西, 字駒込及び字鼬堀並びに茎崎字〆切台, 字天久保及び字永作並びに若栗字下塚, 字細谷原, 字地蔵山, 字西

坪, 字地蔵原, 字中妻道, 字大神宮, 字東坪, 字割地及び字ハネコへ並びに高見原三丁目並びに天宝喜字明神山

並びに高崎字備久保, 字長者久保, 字後庵, 字尾坪, 字一〆畑, 字一本榎, 字蒲綱, 字沖蒲綱, 字見之添及び字

木口地並びに九万坪字新作及び字稲荷原並びに小山字小山, 字鼬堀及び字海道並びに小茎字新山並びに上岩崎字

狐塚, 字日枝西, 字日枝前, 字細身道及び字寺久保並びに下岩崎大日後, 字館山, 字館山道, 字古舘, 字鳥井木

及び字鳥井木台並びに大舟戸字分免, 字大舟戸台及び字細身道並びに泊崎字上定作, 字北浦, 字千泥, 字八崎,

字八崎下, 字下定作及び字根らがの各一部の区域｡
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茨城県告示第１２９７号

都市計画法 (昭和４３年法律第１００号) 第６３条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第

２項の規定において準用する同法第６２条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称

新利根町

２ 都市計画事業の種類及び名称

稲敷郡東部台都市計画下水道事業新利根町公共下水道

３ 事業施行期間

平成元年１２月４日から平成１８年３月３１日まで

４ 事業地� 収容の部分

なし� 使用の部分

｢平成７年７月６日 茨城県告示第８３７号｣ の事業地に以下の字を追加する｡

大字角崎字上町, 字南下町, 字上吉山, 字堂前, 字瀬々沼の各一部｡

大字中山字後畑, 字中山, 字堂前, 字寺内, 字曽根, 字曽根合, 字乙新田の各一部｡

茨城県告示第１２９８号

都市計画法 (昭和４３年法律第１００号) 第６３条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第

２項の規定において準用する同法第６２条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称

河内町

２ 都市計画事業の種類及び名称

稲敷郡東部台都市計画下水道事業河内町公共下水道

３ 事業施行期間

平成元年１月１２日から平成１８年３月３１日まで

４ 事業地� 収容の部分

なし� 使用の部分

河内町生板字休台並びに長竿字中郷, 字上組, 字道場, 字愛宕町, 字小詰, 字下組及び字中組の全部の区域｡

生板字堤内, 字堤外, 字北河原, 字新川渕, 字千箱, 字砂場, 字辰高, 字古新田, 字小川, 字北本田, 字幸谷

前, 字久台及び字堤向並びに幸谷字北本田, 字辰高入及び字南本田並びに生板鍋子新田字五ノ割及び字生鍋並び

に源清田字高畑, 字向小道, 字三石, 字古道, 字中曽根, 字広田, 字新橋, 字保村, 字遠下, 字堤外, 字鍋子,

字南本田, 字飛地, 字源清田及び字小巻並びに長竿字道場前後, 字荒社辺, 字寺地, 字不動免, 字保村, 字出戸,

字西ノ町宮後, 字小詰後, 字近下, 字小弓及び字長竿の各一部の区域｡
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茨城県告示第１２９９号

都市計画法 (昭和４３年法律第１００号) 第６３条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第

２項の規定において準用する同法第６２条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称

利根町

２ 都市計画事業の種類及び名称

竜ヶ崎・牛久都市計画下水道事業利根町公共下水道

３ 事業施行期間

昭和５１年２月１９日から平成１８年３月３１日まで

４ 事業地� 収容の部分

なし� 使用の部分

昭和５１年茨城県告示第１８６号, 昭和５４年茨城県告示第１６４２号, 昭和５６年茨城県告示第７２７号,

昭和５７年茨城県告示第１１９７号, 平成３年茨城県告示第４１８号, 平成７年茨城県告示第１０２９号, 平成

１０年茨城県告示第２０７号の事業地に茨城県北相馬郡利根町大字横須賀字竜貝, 字四斗蒔及び新立並びに大字

大房字川迎及び字氏神堤内並びに大字福木字五軒屋裏並びに大字中谷字切戸並びに大字立崎字中坪及び字下坪並

びに大字立木字〆切下並びに大字加納新田字上野原を加え, 大字横須賀字二の耕地及び字引地前並びに大字押戸

字南並びに大字立木字前並びに大字府川字新太, 字太子堂及び字三番割並びに大字羽中字南及び字東並びに大字

福木字新山裏通並びに大字中谷字伏見屋内並びに大字立崎字内前を変更する｡

茨城県告示第１３００号

平成１１年１１月２４日付け水土改指令第６号をもって認可した北川根地区 (全換地区) の更正換地計画について

は, 北川根土地改良区から換地処分をした旨届出があったので, 土地改良法 (昭和２４年法律第１９５号) 第５４条

第４項の規定により公示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県水戸土地改良事務所長 松 崎 武 則

茨城県告示第１３０１号

土地改良法 (昭和２４年法律第１９５号) 第８９条の２第９項の規定により県営土地改良事業大須賀津地区 (全換

地区) に係る換地処分をした｡

平成１１年１２月２０日

茨城県江戸崎土地改良事務所長 宇 都 義 治
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指定番号 自動車登録番号 車名・年式 用 途 所有者・使用者氏名

３７１３ 水戸���さ���� ミツビシ��年式 公 共 応 急 作 業 用 東 京 電 力 � 茨 城 支 店
指定番号 自動車登録番号 車名・年式 用 途 所有者・使用者氏名

２５４２ 水 戸 ��み ���� ミツビシ３年式 公 共 応 急 作 業 用 東 京 電 力 � 茨 城 支 店

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会告示第５２号

道路交通法施行令 (昭和３５年政令第２７０号) 第１３条第１項の規定による緊急自動車の指定及び指定取消しを

次のとおり行ったので, 茨城県道路交通法施行細則 (昭和５３年公安委員会規則第１１号) 第５条第２項の規定に基

づき, 告示する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県公安委員会委員長 根 本 正 一

１ 緊急自動車の指定

２ 道路維持作業用自動車の指定

(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会告示第１０１号

地方自治法 (昭和２２年法律第６７号) 及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和３１年法律第１６２

号) の規定に基づく直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数は次の

とおりである｡

平成１１年１２月２０日

茨城県選挙管理委員会委員長 二 井 矢 敏 朗

１ 地方自治法第７４条第１項の規定による県条例の制定又は改廃の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の

５０分の１の数 ������人
２ 地方自治法第７５条第１項の規定による県事務等の監査の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の５０分

の１の数 ������人
３ 地方自治法第７６条第１項の規定による県議会の解散の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１

の数 �������人
４ 地方自治法第８０条第１項の規定による県議会議員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分

の１の数

水 戸 市 選 挙 区 ������人
日 立 市 選 挙 区 ������人
土 浦 市 選 挙 区 ������人
古 河 市 選 挙 区 ������人
石 岡 市 選 挙 区 ������人
下 館 市 選 挙 区 ������人
結 城 市 選 挙 区 ������人
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龍 ヶ 崎 市 選 挙 区 ������人
下 妻 市 選 挙 区 �����人
水 海 道 市 選 挙 区 ������人
常 陸 太 田 市 選 挙 区 ������人
高 萩 市 選 挙 区 �����人
北 茨 城 市 選 挙 区 ������人
笠 間 市 選 挙 区 �����人
取 手 市 選 挙 区 ������人
岩 井 市 選 挙 区 ������人
牛 久 市 選 挙 区 ������人
つ く ば 市 選 挙 区 ������人
ひ た ち な か 市 選 挙 区 ������人
東 茨 城 郡 南 部 選 挙 区 ������人
東 茨 城 郡 北 部 選 挙 区 �����人
西 茨 城 郡 選 挙 区 ������人
那 珂 郡 選 挙 区 ������人
久 慈 郡 選 挙 区 ������人
鹿 島 郡 選 挙 区 ������人
行 方 郡 選 挙 区 ������人
稲 敷 郡 選 挙 区 ������人
新 治 郡 選 挙 区 ������人
筑 波 郡 選 挙 区 ������人
真 壁 郡 選 挙 区 ������人
結 城 郡 選 挙 区 ������人
猿 島 郡 選 挙 区 ������人
北 相 馬 郡 選 挙 区 ������人
守 谷 町 選 挙 区 ������人

５ 地方自治法第８１条第１項の規定による知事の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の

数 �������人
６ 地方自治法第８６条第１項の規定による副知事, 出納長, 県選挙監理委員, 県監査委員及び県公安委員の委員の

解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 �������人
７ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による県教育委員会の委員の解職の請求に連署を

要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 �������人
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場 所 所 在 地

茨城県生活環境部環境政策課 水戸市笠原町９７８番６

鹿島郡鉾田町総務課 鹿島郡鉾田町大字鉾田１４４４番地１

行方郡北浦町環境課 行方郡北浦町山田２５６４番地１０

公 告�北浦複合団地造成事業に係る環境影響評価書
茨城県から平成１１年１２月７日付けで北浦複合団地造成事業に係る環境影響評価書の提出を受けたので, 茨城県

環境影響評価条例 (平成１１年茨城県条例第７号) 付則第２項の規定に基づき適用される茨城県環境影響評価要綱

(昭和５８年茨城県告示第５９１号) 第１３条の規定により次のとおり公告する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 関係地域

鹿島郡鉾田町大字串挽及び大字高田の区域並びに行方郡北浦町両宿, 内宿, 成田, 三和, 長野江及び次木の区域

２ 対象事業の名称, 種類及び内容の概要� 対象事業の名称 北浦複合団地造成事業� 対象事業の種類 茨城県環境影響評価要綱第２条第３項第６号に規定する工業団地等造成事業� 対象事業の概要 工業団地等の造成事業 (施行区域の面積 約���ヘクタール)
３ 対象事業の実施予定区域

行方郡北浦町内宿, 成田, 三和及び長野江の各一部の地域

４ 事業者の名称, 代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

茨 城 県

茨城県知事 橋 本 昌

水戸市笠原町���番６
５ 環境影響評価書の縦覧期間, 場所及び時間� 縦覧時間

平成１１年１２月２０日から平成１２年１月２４日まで (茨城県の休日を定める条例 (平成元年茨城県条例第

７号) 第１条第１項に規定する休日を除く｡)� 縦覧場所

� 縦覧時間

午前９時から午後５時まで
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調 査 を 行 っ た 者 の 名 称 那珂郡東海村, 日立市

成 果 の 名 称 地籍図及び地籍簿

調査を行った地域及び期間

東海村大字舟石川, 船場の各一部

平成１０年１１月２７日から平成１１年３月３１日まで

日立市中深荻町の一部

平成１０年５月２６日から平成１１年２月１９日まで

認 証 年 月 日 平成１１年１２月１０日

�県営土地改良事業計画の変更
土地改良法 (昭和２４年法律第１９５号) 第８７条の３第１項の規定に基づき, 県営入沼地区土地改良事業計画を

変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

県営入沼地区土地改良事業 (湛水防除事業) 変更計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成１１年１２月２１日から平成１２年１月２５日まで

３ 縦覧の場所

八千代町役場, 石下町役場�地籍調査の成果認証
那珂郡東海村, 日立市の下記地区における地籍調査の成果は, 国土調査法 (昭和２６年法律第１８０号) 第１９条

第２項の規定により認証した｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

�開発行為の工事完了
都市計画法 (昭和４３年法律第１００号) 第２９条の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第３６条第３項の規定により公告する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿嶋市津賀字谷津マイ１４４７番１１, １４４６番２の一部
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指定番号 指定年月日
申 請 者

道 路 の 位 置
道路の幅員及び延長

氏 名 住 所 幅 員 延 長

北総建指令

第����号 ��. ��. ８ 有限会社山一
産業代表取締
役山口好成

西茨城郡岩間町押辺����番地の��� 西茨城郡岩間町大字吉岡字大谷原��番��, ���番�, 同
番� メートル メートル���� �����

２ 事業主の住所及び氏名

行方郡麻生町新宮７４５

藤 崎 栄

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

ひたちなか市高場字南下２３４５番１, ２３４６番１, ２３４７番, ２３４８番１

２ 事業主の住所及び氏名

ひたちなか市高場２４７６番地

株式会社桂物産

代表取締役 高 橋 桂 次

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

西茨城郡岩瀬町大字中里字向ノ内２９７番２, ２９９番２

２ 事業主の住所及び氏名

西茨城郡岩瀬町中里２７４番地の１

茨城粘土瓦協業組合

代表理事 和久井 英 樹

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

那珂郡東海村白方字百塚原１７００番５６, 同番６１, １７０２番１, １７０３番９, 同番１４, １７２２番７

７, 同番１２６

２ 事業主の住所及び氏名

那珂郡東海村大字白方２３３番地

大 内 う め�道路の位置の指定
建築基準法 (昭和２５年法律第２０１号) 第４２条第１項第５号に規定する道路の位置を次のとおり指定した｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

�建設協定の認可
建築基準法 (昭和２５年法律第２０１号) 第７６条の３第３項において準用する同法第７３条第１項により建築協

定の認可をしたので, 同法第７６条の３第３項において準用する同法第７３条第２項により次のとおり公告する｡

平成１１年１２月２０日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第１１２０号 平成��年��月��日 (月曜日) ��



１ 申 請 人

大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号

積水ハウス株式会社

代表取締役社長 和 田 勇

２ 建築協定の名称

コモンシティ十王・城の丘�建築協定
３ 建築協定区域の位置及び面積

茨城県多賀郡十王町城の丘二丁目３番１外

４３, ３８９. ９７� (１６６区画)
４ 建築協定の内容

十王町役場において縦覧に供する｡

５ 認可年月日

平成１１年１２月１３日

茨 城 県 報 第１１２０号 平成��年��月��日 (月曜日)��
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